
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年第８回（９月） 
  

農業委員会総会議事録  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉富町農業委員会  

 

 

 

 

 



 

１．日時及び場所   令和７年９月１０日（水） 

開会 ９時４９分 閉会 １０時１９分 

 

２．開催場所     吉富フォーユー会館 ３階 会議室３ 

 

３．出席委員 

農業委員の定数     １４名 

   出席委員数       １３名 

   欠席委員数        １名 

欠員           ０名 

出席委員の氏名 

賀部 正直  若山 清敏 

奥田 健一  髙尾 賢二 

山本 学美    ― 

髙橋 美  井上 幸子 

             菊  啓治  松本 久則 

横川 信友  堤  久英 

  山本 幸雄  重𠮷 信之 

欠席委員の氏名 

             太田 実秋   

農地利用最適化推進委員の定数  ２名 

出席委員数           ２名 

   欠席委員数           ０名 

欠員              ０名 

出席委員の氏名    

堤  實   大澤 英史 

   欠席委員の氏名    

               ― 

４．付議事項 

  議 案 

・議案第１８号 農地法第３条の規定による許可申請書について 

・議案第１９号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書について 

・議案第２０号 吉富町農用地利用集積等促進計画（賃借権）の承認に 

ついて 

・議案第２１号 吉富町農業振興地域整備計画の変更について 

   報告事項 

   ・農地法第１８条第６項の規定による通知について 

   ・公共工事に関する農地の一時利用届出について 

 

５．農業委員会事務局職員 

事務局職員 藏田 真一 



 

６．会議の概要  
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賀部会長 

委員の皆様、おはようございます。皆様方には何かとお忙し

い中、ご出席いただきましてありがとうございます。本日は事

務局長が町議会で不在であることを報告いたします。それで

は、ただ今より令和７年第８回（９月）総会を開催いたします。

なお、太田委員より欠席するとの連絡をいただいておりますの

で、本日は推進委員を含め、１５名での開催となります。では、

開会に先立ちまして賀部会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

あらためまして、皆さんおはようございます。それでは、た

だ今より令和７年第８回（９月）総会を開催いたします。まず、

議事録署名人の指名をいたします。基本的に、席次順にお願い

しておりますので本日の、議事録署名人には山本幸雄委員、重

吉委員のお二人を指名いたします。 

それでは、議事に入らせていただきます。議案第１８号の「農

地法第３条の規定による許可申請書について」を上程します。

今回は１件の申請です。それでは、事務局から説明をお願いし

ます。 

 

 それでは、１ページをご覧ください。議案第１８号農地法第

３条の規定による許可申請書について、別紙のとおり提出され

たので、本委員会の承認を求めます。売買による農地の所有権

移転を行うための許可申請が１件提出されています。２ページ

をご覧ください。申請番号１について説明致します。対象の農

地は大字○○△△番△畑２４１㎡。譲渡人がＵ．Ｓさんです。

譲受人がＩ．Ｓさんです。 

（２から６ページまでの内容について説明） 

以上で説明を終わります。ご審議の程、よろしくお願いいた

します。 

 

それでは、申請番号１について、地元委員の髙橋委員より、

申請地の状況など補足説明がありましたらお願いします。 

 

 問題ないと思います 

 

説明並びに報告がありましたが、質疑を受けたいと思いま

す。発言のある方は挙手をお願いします。 

 

（質疑なし） 

 

それでは、議案第１８号について承認することとします。議
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案第１９号の「農地法第５条第１項の規定による許可申請書に

ついて」を上程します。今回は２件の申請です。それでは、事

務局から説明をお願いします。 

 

 それでは、７ページをご覧ください。議案第１９号農地法第

５条第１項の規定による許可申請書について、別紙のとおり提

出されたので、本委員会の承認を求めます。申請は２件提出さ

れております。少し長くなりますが、２件すべて説明させてい

ただきます。８ページをご覧ください。申請番号１について説

明致します。対象の農地は吉富町大字○○△△番△畑３１３㎡

です。○○△△番△の所有者はＺ．Ｔさん、耕作者もＺ．Ｔさ

んです。今回は所有権移転での権利設定で譲受人は、Ｋ．Ｍさ

んです。 

（８から１７ページまで説明） 

続きまして、申請番号２について説明致します。８ページにお

戻りください。対象の農地は吉富町大字○○△△番△田１，３

４４㎡です。○○△△番△の所有者はＴ．Ｍさん、耕作者もＴ．

Ｍさんです。今回は所有権移転での権利設定で 譲受人は、Ｋ．

Ｕさんです。 

（８ページ及び１８から２６ページまで説明） 

 

それでは、申請番号１について、地元委員の髙尾委員より、

申請地の状況など補足説明がありましたらお願いします。 

 

問題ないと思います。 

 

申請番号２について、地元委員の菊委員より、申請地の状況

など補足説明がありましたらお願いします。 

 

特に問題はないと思います。 

 

質疑を受けたいと思います。発言のある方は挙手をお願いし

ます。 

 

（質疑なし） 

 

それでは、議案第１９号について承認することとします。議

案第２０号の「吉富町農用地利用集積等促進計画（賃貸借）の

承認について」を上程します。農業委員会等に関する法律で

は、第３１条に「議事参与の制限」があり、「委員は自己又

は 同 居 の 親 族 若 し く は そ の 配 偶 者 に 関 す る 事 項 に つ い て
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は、その議事に参与することが出来ない」とありますので、

ご自身や家族に関係する議事についてはご退席をお願いし

ます。また、推進委員の方につきましても、ご退席をお願い

し、議決を採らせていただきますので、ご理解のほど、よろ

しくお願いいたします。今回、１１月１５日から開始する３

３件の利用計画の提出がありましたので、ご審議をお願いしま

す。まず、農業委員、推進委員以外の利用権設定について、決

を採り、次に、委員ごとの利用権について決を採ることといた

します。では、事務局から説明をお願いします。 

 

それでは、２７ページをご覧ください。議案第２０号吉富町

農用地利用集積等促進計画（賃貸借）の承認について吉富町農

用地利用集積等促進計画の承認について、別紙のとおり提出さ

れたので、本委員会の承認を求めます。２９ページをご覧くだ

さい。表で表しているとおり、今回の１１月からの利用権設定

の件数は、更新が３３件で３６，１８６㎡、となっています。

今回の農用地利用計画の筆ごとの内容につきましては、３０、

３１ページをご覧ください。以上で説明を終わります。 

 

事務局より説明がありました。確認のため５分ほど時間をと

りたいと思います。 

 

（５分後） 

 

ただいまより質疑を受けたいと思います。発言のある方は挙

手をお願いします。 

 

（質疑なし） 

 

それでは、まず３０ページの「農業委員、推進委員以外の利

用権設定」につきまして、ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

それでは、「農業委員、推進委員以外の利用権設定」につき

まして、承認することとします。続きまして、「農業委員、推

進委員分の利用権設定」についてです。 

（農業委員、推進委員分の利用権について審議） 

それでは、議案第２０号については、すべて承認されました。

続きまして、議案第２１号の「吉富町農業振興地域整備計画の

変更について」を上程します。それでは、事務局から説明をお
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願いします。 

 

それでは、３２ページをご覧ください。議案第２１号吉富町

農業振興地域整備計画の変更について、吉富町長より別紙のと

おり農用地区域除外に対する協議があったので、本委員会の意

見を求めます。４条、５条転用を伴う農振除外申請が２件、町

へ提出され、町長から農業委員会の意見を求められている案件

です。３４ページをご覧ください。計画内容の一覧です。 

（３５から４５ページの内容について説明） 

以上で説明を終わります。 

 

事務局から説明がありました。ご意見をいただきたいと思い

ます。ご意見はございませんか。発言のある方は挙手をお願い

します。 

 

（各委員、質疑、意見聴取、除外に対する条件提示等なし） 

 

それでは、「除外」に特段の問題なしということで、意見具

申をおこなってよろしいでしょうか。 

 

（各委員異議なし） 

 

それでは、「除外」につきまして、「特段の問題なし」とし

ます。続きまして、報告事項があります。「農地法第１８条第

６項の規定による通知について」です。事務局から説明をお願

いします。 

 

４６ページをご覧ください。「農地法第１８条第６項の規定

による通知について」１件届出がありました。○○△△番△畑

２４１㎡、貸し手はＵ．Ｓさん、借り手はＩ．Ｓさんです。令

和７年３月から２年８ヶ月間の契約でした。 

 

事務局から報告がありましたが、委員の皆さんから、何か質

問等はございませんか。 

 

（各委員質疑なし） 

 

それでは、次に「公共工事に関する農地の一時利用届出につ

いて」です。事務局から説明をお願いします。 

 

４７ページをご覧ください。公共工事に関する農地の一時利
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用届出についてです。今回１件の届出がありました。 

（４６から５０ページの内容について説明） 

以上で報告を終わります。 

 

事務局から報告がありましたが、委員の皆さんから、何か質

問等はございませんか。 

 

（各委員質疑なし） 

 

次に「情報交換」となっています。何かご質疑や情報交換を

いただくような案件をお持ちの委員さんがいらっしゃれば、お

願いします。 

本日の議事はすべて終了しました、次回の委員会の日程です

が、事務局よりお願いします。 

 

年間計画どおり１０月１０日（金）１０：００からの開催を

提案します。会場は、役場３階研修室でよろしいでしょうか。 

 

（各委員異議なし） 

 

それでは、次回は１０月１０日（金）１０：００からとします。

これをもちまして、令和７年第８回（９月）総会を閉会します。

皆さま、お疲れ様でした。 

 

 

１０時１９分 閉会 

 


